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１．疑い症例は下記いずれかに該当する場合。 

 

ａ）濃厚接触（Ｆ１）かつ以下の臨床症状のうち２つ以上を有する。 

 

発熱；咳；咽頭痛；鼻汁，鼻閉；全身通，倦怠感，悪寒；味覚の減退又は消失；嗅覚の減退又は

喪失；頭痛；下痢；呼吸困難；呼吸器炎症， 

ｂ）疫学的要因を有する者（Ｆ１を除く）で，かつ上記の臨床症状のうち２つ以上を有する。 

ｃ）ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２ウイルスの迅速抗原検査結果が陽性である（項目２．ｂ，ｃ，ｄに記

載されている場合を除く）。 

疫学的要因のある者（Ｆ１を除く）： 

－感染期間中の確定症例（Ｆ０）と同じ輸送手段または同じ場所，イベント，職場，クラス等に

いる人 

－感染流行中のクラスター発生地域に在住／来た者 

 

２．確定症例（Ｆ０）は下記のいずれかに該当する場合 

 

ａ）ウイルスのゲノムを検出する方法（ＰＣＲ）によってＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２ウイルス陽性の

検査結果を有する者。 

 

ｂ）濃厚接触（Ｆ１）であり，ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２ウイルスの迅速抗原検査結果が陽性である。 

 

ｃ）ＣＯＶＩＤ－１９の臨床症状（項目１． ａの疑い症例）を有し，ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２ウ

イルスの迅速抗原検査結果が陽性であり，疫学要因を有する（Ｆ１を除く）。 

ｄ）ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２ウイルスで２回連続して抗原迅速検査結果が陽性であり（１回目検査

結果が出てから８時間以内に２回目の検査を行う），疫学要因がある人（Ｆ１を除く）。 

 



３．濃厚接触者（Ｆ１）は，下記のいずれかに該当する場合。 

－Ｆ０の感染期間中に，Ｆ０と直接物理的に接触した者（握手，抱擁，キス，皮膚と体の直接接

触など）。 

－マスクを着用し，Ｆ０の感染期間中に，２メートル以内または同じ狭い閉鎖空間でＦ０と少な

くとも１５分間接触およびコミュニケーションをした者。 

－マスクを着用しておらず，感染期間中のＦ０と２メートル以内に濃厚接触，コミュニケーショ

ンをとる又はそのＦＯと同じ狭い閉鎖空間にいる者。 

－個人用保護具（ＰＰＥ）を適切に使用せずに，感染期間中のＦ０を直接介護，診察，及び治療

した者。 

確定症例（Ｆ０）の感染期間は発症の２日前から検査結果が陰性又はＣＴ値≥３０までの期間と

して計算される（症状のない確定症例の場合，感染期間は検査結果が陽性であるサンプル採取日

の２日前から計算される）。 
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